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1 報告書の概要 

 

TPP 協定の「環境章」において、各国における違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定

された。これを踏まえて、平成 29 年 5 月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する

法律」（以下、「クリーンウッド法」という）が施行された。また、平成 29 年 11 月から、同法

に基づく木材関連事業者の登録が開始された。 

このような背景の中、木材関連事業者による木材等の合法性確認等の取組を一層推進するた

め、平成 30 年度補正予算において、生産国における現地情報の収集が予算化され、企画競争

の結果、一般社団法人日本森林技術協会と公益財団法人地球環境戦略研究機関を構成員とする

共同事業体の企画が採用され、本事業が実施された。 

本事業の目的は、木材関連事業者が効率的に木材等の合法性確認等の取組を実施できるよ

う、生産国における木材の流通や関連法令に関する情報を収集することである。 

調査対象国は、パプアニューギニア、ソロモン諸島、ロシア、ベトナム、中国の計５カ国で

あり、それぞれの国において木材流通状況、関連法令・許認可制度、その他参考情報等が収集

された。 

各調査対象国の現地調査及び文献調査は平成 31 年 3 月から令和元年 11 月にかけて実施さ

れ、調査結果の詳細は本報告書の第 3 章に整理されている。 

また、本事業の円滑かつ効果的な実施のため、学識経験者、業界団体、林野庁等から成る調

査委員会が設置され、事業実施期間中に 3 回の調査委員会が開催された。 

本事業の成果は、令和元年 12 月中旬に開催された成果報告会において広く事業者等の関係

者に報告された後、合法伐採木材等に関する情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」に掲載

できる様式で整理するとともに、本報告書にとりまとめられた。 
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2 事業の概要 

2.1 事業の背景及び目的 

TPP 協定の「環境章」において、各国における違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定

された。これを踏まえて、平成 28 年 5 月に「クリーンウッド法」が制定され、1 年後の平成

29 年 5 月 20 日に施行された。そして、平成 29 年 11 月から、同法に基づく木材関連事業者の

登録が開始された。 

クリーンウッド法第 5 条において、事業者の責務として「木材等を利用するに当たっては、

合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない」と定められており、同法第 6 条におい

て、木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置について主務

省令で定めるとされている。この措置において、各木材関連事業者は、自ら取り扱う木材・木

材製品が合法的に伐採された木材かどうかを判断するために、「デューデリジェンス」（払って

然るべき正当な注意義務及び努力）の思想を含めた適切な合法性の確認を行うこととされてい

る。 

また、国は、合法伐採木材の利用のための判断基準となるべき事項を定めるとともに、合法

伐採木材の流通及び利用の促進に必要な関連情報を収集・提供することとされており、木材関

連事業者が各生産国からの輸入を行う際に、効率的に合法性の確認を行い、事業が行えるよう

情報を提供する必要がある。 

このため、林野庁は、同庁ホームページ内に、合法伐採木材等に関する情報提供サイト「ク

リーンウッド・ナビ」を公開しており、クリーンウッド法などの法令に加え、木材関連事業者

が「合法性の確認」を行う際に有益な生産国の木材の流通状況や関係法令に関する各種情報を

掲載している。 

 

このような背景の中、木材関連事業者による木材等の合法性確認等の取組を一層推進するた

め、平成 27、28、29 年度の先行事業に引き続き、平成 30 年度補正予算において「『クリーン

ウッド』利用推進事業のうち生産国の現地情報収集事業（大洋州地域等）」として本事業が実

施された。 

 

本事業は、「クリーンウッド法」に基づいて木材関連事業者による合法性の確認等の取組を

一層推進するため、木材関連事業者が効率的に合法性の確認等の取組を実施できるよう、生産

国における木材の流通や関連法令に関する情報を収集することを目的としている。 
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2.2 事業の実施内容等 

2.2.1 事業の内容 

「『クリーンウッド』利用推進事業のうち生産国の現地情報収集事業（大洋州地域等）に係

る仕様書」に示された本事業の具体的な内容は、次のとおりである。 

1） 事業概要 

木材関連事業者が取り扱う木材等の合法性の確認を適切に実施できるよう、以下の取組によ

り、生産国における木材の流通や関連法令に関する情報を収集して、「クリーンウッド・ナビ」

に掲載できる形に取りまとめる。 

2） 事業の具体的内容 

事業の具体的内容は以下のとおりとする。なお、事業の実施にあたっては、あらかじめ林野

庁と協議の上で実施することとする。 

(1) 調査対象国 

ロシア（主に極東）、パプアニューギニア、ソロモン諸島、中国、ベトナム等 

(2) 調査内容 

ア 森林の伐採に関する法令調査 

・伐採に関する法令（改正状況含む）の概要 

・伐採に関する許認可制度の状況及び許可証等の法令に基づく書類の有無 

・伐採の合法性が確認できる書類（証明システム）の事例及びその発行条件 

イ 木材の流通段階における法令調査 

・木材の流通段階における法令の有無及び事例 

・木材・木材製品を輸入・輸出する際の法令・証明システムの有無及び事例 

ウ 木材流通状況調査 

・調査対象国の木材流通の特徴（主要な木材輸出製品、木材の原産国等） 

・森林認証システムの導入状況 

・違法伐採に関する情報の有無・あればその内容 

 

2.2.2 事業実施の基本方針 

事業の実施に当たっては、上記のような本事業の背景、目的、内容（貴庁の要求事項）を十

分に踏まえた上で、当共同事業体のこれまでの経験・教訓や各調査員の「強み」を最大限に活

かし、次の基本的な方針を掲げて、事業実施に取り組んだ。 
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考慮しながら情報を収集した。 

 

(2) 「合法性の確認」に関する調査範囲 

クリーンウッド法上の合法性の範囲とは必ずしも一致しないが、より幅広い合法性の情報を

整理するため、EU 木材規則の合法性の範囲を参考とした。EU 木材規則の合法性の範囲は以

下のような項目に定義されており、ヨーロッパ木材貿易連盟（ETTF）もリスク評価の調査範

囲としてこれを採用している。 

 
 合法伐採権（土地所有権、コンセッションライセンス、森林管理・伐採計画、伐採許

可） 
 税金と手数料（ロイヤルティの支払と伐採手数料、付加価値税とその他売上・販売税、

収入及び利益税） 
 木材伐採(林業（木材伐採）規制、保護地域及び樹種、環境配慮事項、安全衛生、合法

的な雇用) 
 第三者の権利(慣習的な権利、自由で事前の十分な情報に基づく同意（FPIC）、先住民

族の権利) 
 貿易と輸送（樹種・量・品質の分類、貿易と輸送、外国間貿易と振替価格操作、税関

規制、CITES（ワシントン条約）、デューデリジェンス／デュー・ケア） 
 

本事業では、特に木材伐採や第三者の権利に関する項目について、持続可能性に配慮した調

達で社会的な関心が高まる傾向にあるため、十分な確認を行うこととした。 

 

(3) 「追加的措置」に関する調査範囲 

クリーンウッド法では、合法性の確認ができない場合、追加的措置が必要とされている。追

加的措置の手法については、EU 木材規則下のリスク低減の手法が参考になると考えられた。 

ETTF が EU 木材規則に忠実に策定したリスク低減の手法は、以下のように分類されている。 

 
 現地サプライチェーン監査（CoCに特化） 

 森林管理ユニット（FMU）監査（現地FMU監査又はFMU監査に基づく文書確認） 

 認証/証明木材を要求する 

 サプライヤー代替 

 サプライチェーンマッピング（追加情報の要求） 

 

本事業では、このようなリスク低減に関する手法の内訳を参考にして、各国におけるリスク

情報を整理した上で、どのような追加的措置の手法が有効かを考察することとした。 

また、最近の持続可能性に配慮した調達においては、監査や認証プロセスにおいて、どのよ

うにして書類と現場・現物の実態に乖離が出ないようにするかが重要になってきているため、

こうした点についての確認にも留意することとした。 
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2.2.3 事業の実施 

本事業は、生産国における「現地情報の収集調査の実施」と、「調査委員会の開催」の 2 つ

のコンポーネントで構成され、その結果を「成果報告会の開催」に収斂させ、事業成果につな

げるものである。 

本事業の実施に当たっての作業フローは、図 2.2.1 に示すとおりであり、それぞれのコンポ

ーネントの実施内容は次のとおりである。 

 
図 2.2.1 本事業実施の作業フロー 

  














